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○山口県警察における職員の退職管理に関する要綱 

 

平成２８年３月１８日 

   山口警務第２０３号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の退職管理について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「職員」とは、警察法（昭和２９年法律第１６２号）第５

６条の２第１項に規定する特定地方警務官を除く地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第３８条の２第１項に規定する職員をいう。 

２ この要綱において「管理職員」とは、管理職手当に関する規則（昭和４０年山口

県人事委員会規則第１６号）別表第１に掲げる職にある職員をいう。 

 （再就職の届出） 

第３条 職員（職員であった者であって離職の日から起算して２年を経過していない

者を含み、離職時に管理職員であった者を除く。）は、離職後２年間、営利企業以

外の法人その他の団体の地位に就こうとする場合若しくは就いた場合（報酬を得る

場合に限る。）又は営利企業の地位に就こうとする場合若しくは就いた場合は、次

の各号に掲げる場合を除き、警察本部長（以下「本部長」という。）に対し、再就

職に関する届出及び誓約書（別記様式）により届け出るものとする。 

（１）日々雇い入れられる者となった場合 

（２）本部長の要請に応じ地方公務員又は国家公務員となるため退職し、引き続き地

方公務員又は国家公務員となった場合 

（３）地方公務員法第２２条の２第１項の規定により会計年度任用職員として採用さ

れた場合 

（４）職員の定年等に関する条例（昭和５９年山口県条例第１号）第１２条又は地方

公務員の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（令和

４年山口県条例第３２条）附則第６項、第７項、第１１項若しくは第１２項の規

定により職員として採用された場合 

 （退職管理の報告） 

第４条 本部長が地方公務員法第５８条の２第１項の規定に基づき知事に対して報告

する退職管理の状況は、職員の退職管理に関する条例（平成２８年山口県条例第２

号）第３条による届出を受けた管理職員について、次に掲げる事項とする。 

（１）氏名 

（２）離職時の所属及び職 

（３）離職日 

（４）再就職日 

（５）再就職先の名称 
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（６）再就職先における地位 

 （規制違反行為に関する調査） 

第５条 本部長は、地方公務員法第３８条の４又は第３８条の５の規定に基づく規制

違反行為に関する調査を警務部警務課長に行わせるものとする。 

２ 規制違反行為に関して調査の対象となった所属の職員は、当該調査に協力しなけ

ればならない。 

 

 


